
令和８年

5月5日号
No.745 新潟県津南町役場総務課

TEL 　025-765-3112
FAX 　025-765-4625
ホームページアドレス 　
https://www.town.tsunan.niigata.jp
メールアドレス
info@town.tsunan.niigata.jp

津南病院担当医週間表 （5月～）　TEL765－ 3161

内　　科 糖尿病・
生活習慣病

内科

肥満症
外　来

（午後から）
外　科 整形

外科 小児科 耳　鼻
咽喉科 眼　科 泌尿

器科第一 第二

月 林
院長

大
おお

庭
ば

（総合診療科） 羽
は

山
やま

馬場 古田   

火 林
院長 藤川 佐野

副院長 半戸

水 宮城 篠原
（総合診療科）

  第1 西村 
第2〜5

佐野副院長
佐野
副院長 宮崎 角

つのがい

皆 原山 工藤

木 沼田
（呼吸器内科） 交替制 佐野

副院長 井上 大石 伊藤

金 林
院長

千
せん

手
じゅ

（総合診療科）
千
せん

手
じゅ

（総合診療科）

 第 1 ･ 3 小川

 第2・4・5羽
は

村
むら 半戸 本

ほんざわ

澤

土   第 1 ･ 3 交替制
 第 2・4・5休 診   

日曜
休日 外来診療は休診（急患は日当直医師が対応）

内視鏡
検　査

大庭

松平

外科医

篠原
第１

林
院長

第３

休診
第２・４・５

① 診療の受付時間は「午前８時～ 11時 30分」です。
② 熱のあるかたや、風邪症状のあるかたは、事前にお電話でご連絡ください。
③ 工藤医師の眼科外来は「午前 11時」で受付終了となります。
④ 眼科の「コンタクト外来」は金曜日に行っています。（受付は午前 11時までとなります。）
⑤ 予約の変更は、平日の午後、予約日の２日前までにご連絡ください。
⑥ 受付時間外で緊急に診察が必要な場合は、来院前にご連絡ください。
⑦ 肥満症外来は完全予約制となります。

お知らせ版お知らせ版

町立津南病院
ホームページ

診療変更などの
情報を発信
しています

休日救急日

 17日   24日  31日

 7日 

5 月

6 月

休日救急診療センター
（十日町市医療福祉総合センター）

TEL  ０２５−７５７−３4１１納期限（口座振替日）　6 月1日 ㈪

第1回「Jアラート」「Jアラート」の
全国一斉情報伝達試験

■実施日時
　6 月 3 日㈬ 午前 11 時ごろ

お問い合わせ　
総務課 総務班 ℡７６５－３１１２

災害や武力攻撃などの発生に備え、全
国一斉情報伝達試験を実施します。

▼介護保険料普通徴収	 （第２期）

▼水道使用料	

▼下水道・農業集落排水施設使用料	

▼軽自動車税（種別割）

※納税を口座振替に変更したいかたは、
町内の金融機関で手続きをお願いします。
※役場で直接納付するかたは、できる限り
おつりのいらないようお願いいたします。

5　月 の 納 税
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「
本
人
通
知
制
度
」に
つ
い
て

６
月
１
日
は

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

「
特
設
人
権
相
談
所
」

（
６
月
４
日
）を
開
設
し
ま
す

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

（
請
求
期
間
の
開
始
か
ら
１
年

が
経
ち
ま
し
た
。請
求
が
ま
だ

の
ご
遺
族
は
お
早
め
に
）

一
人
で
悩
ま
ず
、ま
ず
相
談
を
！！

弁
護
士
に
よ
る
無
料

　
　
　
「
法
律
相
談
」開
催

　

十
日
町
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
「
人

権
擁
護
委
員
の
日
（
６
月
１
日
）」
に
ち
な
み

６
月
４
日
㈭
に
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
「
特

設
人
権
相
談
所
」
を
開
設
し
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
を
受
け
、
津
南
町
で
は
次
の
４
名
の
か

た
が
委
員
と
し
て
活
動
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
。

山
田　

隆
一
さ
ん
（
芦
ケ
崎
）

本
山　

佐
利
さ
ん
（
反　

里
）

小
林　

幸
枝
さ
ん
（
船　

山
）

石
沢
恵
理
子
さ
ん
（
亀　

岡
）

　

十
日
町
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
と
法
務

局
と
と
も
に
、
人
権
問
題
を
誰
か
の
問
題

で
は
な
く
、
自
分
の
問
題
と
し
て
捉
え
、

人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い

て
考
え
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
日
々
人
権

を
守
る
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
人
権
問

題
に
関
す
る
「
あ
な
た
の
街
の
相
談
パ
ー

ト
ナ
ー
」
と
し
て
、
ど
ん
な
小
さ
な
悩
み

で
も
一
緒
に
考
え
ま
す
。
お
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

■
特
設
人
権
相
談
所

■
時　

間　
６
月
４
日
㈭　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時
ま
で

■
場　

所　

津
南
町
役
場　

３
階　

会
議
室

■
お
問
い
合
わ
せ　

　

新
潟
地
方
法
務
局
十
日
町
支
局　

　
　
　
　

℡
０
２
５
‐
７
５
２
‐
２
５
７
５

　

津
南
町
役
場　

税
務
町
民
課

　
　
　
　
　
　
　
　

℡
７
６
５
‐
３
１
１
３

　

身
元
調
査
な
ど
を
目
的
と
し
た
住
民
票

の
写
し
や
戸
籍
謄
抄
本
な
ど
の
不
正
請
求
、

取
得
は
個
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
行
為
で

す
。
町
で
は
不
正
請
求
の
抑
止
、
防
止
の

た
め
、
本
人
以
外
の
第
三
者
に
証
明
書
な

ど
を
交
付
し
た
場
合
に
、
登
録
し
た
本
人

へ
交
付
し
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
す
る
制
度

を
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
開
始
し
て
い

ま
す
。
希
望
さ
れ
る
か
た
は
登
録
し
て
く

だ
さ
い
。

※
交
付
の
可
否
を
確
認
し
た
り
、
交
付
を
で

き
な
い
よ
う
に
し
た
り
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

■
登
録
に
つ
い
て

○
登
録
で
き
る
人

・
津
南
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
人
（
過
去
５
年
以
内
に
転
出
な
ど
で

消
除
さ
れ
た
人
も
含
む
）

・
津
南
町
の
戸
籍
及
び
戸
籍
の
附
票
に
記
載

さ
れ
て
い
る
人
（
除
か
れ
た
戸
籍
や
附
票

も
含
む
）

○
登
録
時
の
持
ち
物

・
本
人
確
認
書
類　
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
）

・
代
理
人
が
申
し
込
む
と
き
、
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
ほ
か
、
本
人
の
委
任
状
（
法
定

代
理
人
の
と
き
は
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
類
）

○
登
録
手
続
き
場
所

　

税
務
町
民
課　

町
民
班
（
３
・
４
番
窓
口
）

■
そ
の
他

○
第
三
者
と
は

・
本
人
か
ら
依
頼
を
受
け
、
本
人
の
委
任
状

を
持
参
し
た
代
理
人

・
代
理
人
以
外
の
第
三
者

○
登
録
者
本
人
に
通
知
す
る
内
容

・
交
付
し
た
年
月
日

・
交
付
し
た
証
明
書
の
種
別
と
通
数

・
交
付
し
た
第
三
者
の
区
分

■
お
問
い
合
わ
せ

　

津
南
町
役
場　

税
務
町
民
課

　
　
　
　
　
　
　
　

℡
７
６
５
‐
３
１
１
３

　
「
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰

金
」
の
ご
案
内
（
第
十
二
回
特
別
弔
慰
金
）

■
制
度
の
概
要

　

今
日
の
日
本
の
平
和
と
繁
栄
の
礎
と

な
っ
た
戦
没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に
思
い
を

い
た
し
、
国
と
し
て
改
め
て
弔
慰
の
意
を

表
す
た
め
、
戦
没
者
等
の
ご
遺
族
に
特
別

弔
慰
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

　
　

令
和
７
年
４
月
１
日
（
基
準
日
）
時
点

で
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」
や
「
戦

　

法
律
に
か
か
わ
る
問
題
、悩
み
に
つ
い
て
、

弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
料
は
無
料
で
、
お
ひ
と
り
（
一
組
）
30

分
ま
で
と
な
り
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
、
弁

護
士
さ
ん
に
相
談
す
る
機
会
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　

事
前
申
し
込
み
と
な
り
ま
す
の
で
、
下
記

開
催
日
の
前
週
の
金
曜
日
ま
で
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
定
員
に
達
し
次
第
、

締
め
切
り
と
な
り
ま
す
。

■
開
催
日　

原
則
毎
月
第
２
水
曜
日

※
今
後
３
カ
月
の
開
催
予
定
日

　

５
月
13
日
㈬

　

６
月
10
日
㈬

　

７
月
８
日
㈬

■
時　

間　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

■
場　

所　

津
南
町
役
場　

３
階

■
相
談
内
容　

　

借
金
、
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
、
不
動
産
、
交

通
事
故
、
労
務
問
題
、
相
続
、
離
婚
、
家

庭
内
ト
ラ
ブ
ル
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連

の
ト
ラ
ブ
ル
、
悪
質
商
法
な
ど

■
お
申
し
込
み
先　

　

津
南
町
役
場　

税
務
町
民
課　

町
民
班　

　
　
　
　
　
　
　
　

℡
７
６
５
‐
３
１
１
３
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子
育
て
支
援
住
宅
入
居
者
募
集

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

令
和
７
年
度
津
南
町
物
価
高
対
応
低

所
得
世
帯
支
援
給
付
金
に
つ
い
て

地
域
住
民
の
身
近
な
相
談
相
手
は

民
生
委
員
・
児
童
委
員
で
す
。

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺

族
年
金
」
等
を
受
け
る
か
た
（
戦
没
者
等

の
妻
や
父
母
）
が
い
な
い
場
合
に
、
次
の

順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に

支
給
し
ま
す
。

　
　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で

１　

令
和
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者

戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の

受
給
権
を
取
得
し
た
か
た

２　

戦
没
者
等
の
子

３　

戦
没
者
等
の　

①
父
母　

②
孫

　
　
　
　
　
　
　
　

③
祖
父　

④
兄
弟
姉
妹

※　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を
有

し
て
い
る
等
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。

４　

上
記
１
か
ら
３
以
外
の
戦
没
者
等
の
三

親
等
内
の
親
族
（
甥
、
姪
等
）

※　

戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１

年
以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
か
た

に
限
り
ま
す
。

■
支
給
内
容

　
　

額
面
27
万
５
千
円　

５
年
償
還
の
記
名
国
債

■
請
求
期
間

　

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら

　

令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で

※　

請
求
期
間
を
過
ぎ
る
と
請
求
で
き
な
く

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
留
意
事
項

　

特
別
弔
慰
金
は
、
ご
遺
族
を
代
表
す
る

お
一
人
が
受
け
取
る
も
の
で
す
。

　

ご
遺
族
間
の
調
整
は
、
記
名
国
債
を
受

け
取
っ
た
か
た
が
責
任
を
持
っ
て
行
う
こ

　

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

で
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
こ
れ
ま
で
も

地
域
の
皆
さ
ま
の
笑
顔
、
安
全
、
安
心
の
た

め
に
、
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、
様
々
な

相
談
に
応
じ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
課

題
が
解
決
で
き
る
よ
う
関
係
機
関
と
連
携

し
、様
々
な
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
こ
れ
か
ら
も
、

必
要
な
支
援
へ
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
、ま
た
、

高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
か
た
、
子
ど
も
た
ち

の
見
守
り
役
と
し
て
定
期
的
な
訪
問
活
動
な

ど
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

と
と
な
り
ま
す
。

■
請
求
方
法

　
　

役
場
窓
口
に
て
請
求
書
等
に
必
要
事　

項
の
記
入
を
い
た
だ
き
ま
す
。

※　

請
求
手
続
き
の
時
間
短
縮
化
の
た
め
、

事
前
に
お
電
話
に
て
来
庁
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
持
ち
物

　

請
求
者
に
よ
っ
て
請
求
書
の
添
付
書
類

が
違
い
ま
す
の
で
、
詳
し
い
内
容
に
つ
い

て
は
、
請
求
窓
口
か
お
電
話
に
て
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
請
求
窓
口
・
お
問
い
合
わ
せ

　

津
南
町
役
場　

福
祉
保
健
課　

福
祉
班

　
　
　
　
　
　
　
　

℡
７
６
５
‐
３
１
１
４

　

町
で
は
、
次
の
通
り
子
育
て
支
援
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
入
居
を
希
望
さ
れ

る
か
た
は
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
中
津
子
育
て
支
援
住
宅　

２
戸
】

　

２
階
建　

木
造　

２
Ｄ
Ｋ

■
家　

賃　
１
カ
月　

一
律
２
万
円

■
敷　

金　

２
カ
月
分

■
入
居
資
格

①
中
学
生
以
下
の
子
供
が
い
る
世
帯
又
は
、

母
子
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
世
帯
。

②
現
に
町
内
に
居
住
し
て
い
る
か
、
又
は
津

　

物
価
高
の
影
響
が
長
期
化
し
生
活
へ
の
負

担
増
を
踏
ま
え
、
国
の
「
物
価
高
騰
対
応
重

点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
」を
活
用
し
、

特
に
影
響
を
受
け
て
い
る
世
帯
へ
次
の
臨
時

給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
世
帯

　
　

基
準
日
（
令
和
８
年
１
月
１
日
）
に
津

南
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
世
帯

・
住
民
税
非
課
税
世
帯

・
住
民
税
均
等
割
り
の
み
課
税
世
帯

・
生
活
保
護
世
帯

※
た
だ
し
、
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
者

の
み
の
世
帯
は
対
象
外
で
す
。

■
支
給
額

　

１
世
帯
に
つ
き
４
万
円

■
申
請
方
法

⑴
確
認
書
が
届
く
世
帯

　
　

対
象
と
な
り
う
る
世
帯
に
、
令
和
８
年

３
月
23
日
付
で
確
認
書
等
を
発
送
し
て
い
ま

す
。
対
象
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
ご
確
認

い
た
だ
き
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
確
認
書

を
申
請
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

⑵
申
請
書
の
提
出
が
必
要
な
世
帯

　
　

令
和
７
年
１
月
２
日
以
降
に
津
南
町
に

転
入
さ
れ
た
か
た
や
未
申
告
の
か
た
が
い

る
世
帯
で
、
津
南
町
の
調
査
で
は
令
和
７

年
度
の
課
税
状
況
が
不
明
で
、
対
象
の
判

定
が
で
き
な
か
っ
た
世
帯
に
つ
い
て
は
、

申
請
書
等
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
　

対
象
世
帯
は
、
申
請
書
等
を
申
請
期
限

ま
で
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

■
申
請
期
限

　

令
和
８
年
５
月
29
日
㈮

■
支
給
時
期

　
　

町
が
確
認
書
や
申
請
書
を
受
理
し
た
日

か
ら
一
カ
月
を
目
安
に
支
給
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

津
南
町
役
場　

福
祉
保
健
課　

福
祉
班

　
　
　
　
　
　
　
　

℡
７
６
５
‐
３
１
１
４

 

お
困
り
ご
と
や
心
配
ご
と
が
あ
る
時
は
、

お
気
軽
に
お
声
が
け
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

津
南
町
役
場　

福
祉
保
健
課　

福
祉
班

　
　
　
　
　
　
　
　

℡
７
６
５
‐
３
１
１
４



５月５日号・お知らせ版

4

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
入
居
者
募
集

令
和
８
年
度
津
南
町

放
任
果
樹
等
伐
採
事
業
補
助
金
の
ご
案
内

　

町
で
は
、
次
の
通
り
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。
入
居
を
希
望
さ

れ
る
か
た
は
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
正
面
住
宅
２
号
棟　

１
戸
】

【
正
面
住
宅
３
号
棟　

１
戸
】

　

平
成
10
年
建
設　

木
造
高
床
式
２
階
建

　

81
・
66
㎡
／
３
間
／
Ｌ
Ｄ
Ｋ
／
ト
イ
レ
／
浴
室

■
家　

賃　
１
カ
月　

５
万
円

■
敷　

金　
１
カ
月
分

■
入
居
資
格

①
原
則
と
し
て
同
居
親
族
が
あ
る
こ
と
。

②
原
則
と
し
て
所
得
が
１
カ
月
15
万
8
千
円

以
上
60
万
１
千
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。

③
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
こ
と
。

④
税
金
な
ど
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
暴
力
団
員
で
は
な
い
こ
と
。

■
申
込
方
法

　
「
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
入
居
申
込
書
」（
建

設
課
土
木
班
に
用
意
）
を
提
出
し
、
そ
の
場

で
担
当
職
員
と
面
談
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
込
締
切
日

　

令
和
８
年
５
月
29
日
㈮
ま
で

※
入
居
日
に
つ
い
て
は
面
談
時
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

■
選
考
方
法

　

選
考
委
員
の
意
見
を
聞
い
て
、
町
長
が

入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

津
南
町
役
場　

建
設
課　

土
木
班

　
　
　
　
　
　
　
　

℡
７
６
５
‐
３
１
１
６

　

人
の
生
活
圏
に
あ
る
ク
マ
を
誘
引
す
る
樹

木
の
伐
採
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ク
マ
に
対

す
る
人
身
被
害
の
未
然
防
止
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
放
任
果
樹
等
（
柿
・
栗
等
）
の

伐
採
に
対
し
て
定
額
で
支
援
し
ま
す
。

■
補
助
対
象
者

　
　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
又
は
集
落

等
で
あ
り
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

※
樹
木
の
所
有
者
又
は
当
該
所
有
者
か
ら
同

意
を
得
て
事
業
を
行
う
者

※
町
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

■
補
助
金
額
等

　

伐
採
す
る
樹
木
１
本
１
万
円

■
申
請
方
法

　
　

津
南
町
放
任
果
樹
等
伐
採
事
業
補
助
金

交
付
申
請
書
に
樹
木
の
写
真
や
位
置
図
等

を
添
付
し
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
者
と
樹
木
の
所
有
者
が
異
な
る
場
合

は
、
樹
木
の
所
有
者
の
伐
採
等
に
関
す
る

同
意
書
が
必
要
で
す
。

※
予
算
が
な
く
な
り
次
第
、
受
付
を
終
了
し
ま
す
。

■
申
請
書
提
出
期
限

　

令
和
８
年
９
月
30
日
㈬

■
そ
の
他

　

補
助
事
業
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

津
南
町
役
場　

農
林
振
興
課　

農
林
班

　
　
　
　
　
　
　
　

℡
７
６
５
‐
３
１
１
５

　

Ｄ
Ｋ
／
ト
イ
レ
／
浴
室

【
大
船
町
営
住
宅　

３
戸
】

　

平
成
29
年
建
設　

中
層
耐
火
4
階
建

　

69
㎡
／
3
間
（
洋
室
3
）
／
Ｄ
Ｋ
／

　

ト
イ
レ
／
浴
室

■
家　

賃　

所
得
に
応
じ
て
設
定

■
敷　

金　
１
カ
月
分

■
入
居
資
格

①
原
則
と
し
て
同
居
親
族
が
あ
る
こ
と
。

②
世
帯
全
員
の
所
得
が
１
カ
月
15
万
8
千
円

以
下
で
あ
る
こ
と
。

③
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
（
住
む
所
に

困
っ
て
い
る
）
こ
と
が
明
ら
か
な
こ
と
。

④
税
金
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

⑤
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

■
申
込
方
法

 　
「
町
営
住
宅
入
居
申
込
書
」（
建
設
課

土
木
班
に
用
意
）
を
提
出
し
、
そ
の
場
で

担
当
職
員
と
面
談
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
込
締
切
日

　

令
和
８
年
５
月
29
日
㈮
ま
で

※
入
居
日
に
つ
い
て
は
面
談
時
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

■
選
考
方
法

　

選
考
委
員
の
意
見
を
聞
い
て
、
町
長
が

入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

津
南
町
役
場　

建
設
課　

土
木
班

　
　
　
　
　
　
　

℡
７
６
５
‐
３
１
１
６

　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
町
営
住
宅
の
入
居

者
を
募
集
し
ま
す
。
入
居
を
希
望
さ
れ
る
か

た
は
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

【
美
雪
町　

１
戸
】

　

Ｃ
棟　

平
成
22
年
建
設　

木
造
２
階
建

　

79
㎡
／
２
間
（
洋
室
１
・
和
室
１
）
／

　

南
町
に
定
住
を
希
望
し
、
入
居
後
速
や
か

に
子
育
て
支
援
住
宅
の
住
所
に
移
転
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
。

③
配
偶
者
を
得
て
５
年
以
内
で
あ
り
、
合
計

年
齢
が
70
歳
以
下
の
子
の
な
い
世
帯

④
現
に
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

な
こ
と
。

⑤
税
金
な
ど
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑥
暴
力
団
員
で
は
な
い
こ
と
。

■
申
込
方
法

 　
　
「
子
育
て
支
援
住
宅
入
居
申
込
書
」（
建

設
課
土
木
班
に
用
意
）
を
提
出
し
、
そ
の
場

で
担
当
職
員
と
面
談
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
込
締
切
日

　

令
和
８
年
５
月
29
日
㈮
ま
で

※
入
居
日
に
つ
い
て
は
面
談
時
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

■
選
考
方
法

　
　

選
考
委
員
の
意
見
を
聞
い
て
、
町
長
が

入
居
者
を
決
定
し
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

津
南
町
役
場　

建
設
課　

土
木
班

　
　
　
　
　
　
　
　

℡
７
６
５
‐
３
１
１
６



５月５日号・お知らせ版

5

新
潟
県
防
災
ナ
ビ
に
つ
い
て

耐
震
す
ま
い
づ
く
り

　
　

支
援
事
業
に
つ
い
て

登録はこちら登録補助の
詳細はこちら

新潟県では、独身男性、独身女性の出会いをサポートをするために、婚活マッ
チングシステム「ハートマッチにいがた」を導入しました。結婚を希望す
る 20 歳以上の独身で、新潟県に在住のかた、県内にお勤めのかた、また
は新潟県へ移住を希望するかたならどなたでも登録することができます。
津南町は登録料金の補助を行っています。補助の詳細は右記 QR コードか
らご覧ください。

津南町公式LINE 「つながる、つなん」

　津南町公式ライン「つながる、つなん」をご存じでしょうか？町のイベ
ント情報や空き家バンク・求人情報がお持ちのスマートフォンに届きま
す。また、U ・I ターン者向けに移住情報も発信しています。登録は右の
QR コードを読み込んで「追加」を押してください。

■お問い合わせ：観光地域づくり課　℡025-765-5454 QR ードを
読み取ってください

　

県
で
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ
リ 

　
「
新
潟
県
防
災
ナ
ビ
」 

を
運
用
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ア
プ
リ
で
は
、
お
住
ま
い
の
地
域
の

洪
水
や
土
砂
災
害
、
津
波
な
ど
の
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
普
段
か
ら
手
軽
に
確
認
で
き
、
市

町
村
か
ら
の
避
難
指
示
や
気
象
台
か
ら
の
大

雨
警
報
な
ど
の
情
報
を
い
ち
早
く
入
手
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

い
つ
発
生
す
る
か
分
か
ら
な
い
災
害
へ
の

日
頃
の
備
え
と
し
て
、
ま
ず
は
「
新
潟
県
防

災
ナ
ビ
」
で
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

■
ア
プ
リ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
こ
ち
ら

　

左
記
の
2
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

新
潟
県
防
災
局
危
機
対
策
課
災
害
対
策
係

　
　
　
　

℡
０
２
５
‐
２
８
２
‐
１
６
３
８

App Store

Google Play

　

県
で
は
、
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建

築
さ
れ
た
耐
震
性
の
低
い
住
宅
の
耐
震
診

断
、
耐
震
改
修
等
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
大
規
模
地
震
発
生
時
に
お
け
る
住
宅
被

害
を
最
小
限
に
抑
え
、
県
民
の
生
命
と
財
産

を
守
る
と
と
も
に
、
公
的
支
出
の
抑
制
を
図

り
ま
す
。

　

ま
た
、
通
学
路
等
に
面
す
る
倒
壊
ま
た
は

転
倒
の
危
険
性
の
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊

等
に
よ
る
事
故
を
未
然
に
防
ぎ
、
県
民
の
安

心
・
安
全
の
確
保
を
図
り
ま
す
。

■
対　

象

　

昭
和
56
年
５
月
以
前
に
建
て
ら
れ
た
戸

建
て
木
造
住
宅

■
自
己
負
担

　

耐
震
診
断　

無
料
～

■
補
助
額

　

補
強
設
計　

最
大
10
～
15
万
円

　

耐
震
改
修　

最
大
65
～
１
７
０
万
円

　

耐
震
シ
ェ
ル
タ
ー

　
　
　
　
　
　

最
大
10
～
１
１
０
万
円

※
お
住
ま
い
の
市
町
村
や
住
宅
・
ブ
ロ
ッ
ク

塀
の
規
模
等
に
よ
り
補
助
金
額
が
異
な
り

ま
す
。

※
詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（「
耐
震
す

ま
い
づ
く
り
」
で
検
索
）

■
お
問
い
合
わ
せ

新
潟
県　

建
築
住
宅
課　

建
築
指
導
係

　
　
　
　

℡
０
２
５
‐
２
８
０
‐
５
４
６
１



５月５日号・お知らせ版

6

◎
利
用
の
た
め
に
…
　
■
こ
の
マ
ー
ク
は
行
事
等
の
名
称
で
す
。
H
会
場
、 


時
間
、 


内
容
、 


対
象
者
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。

●
日
程
時
間
等
に
変
更
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
広
報
無
線
を
よ
く
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

■高齢者健康相談は毎週金曜 午前10:30 ～ 12:00 まで、そだき苑で行っています。
■心配ごと相談は第３木曜 午後 1:00 ～ 4:00 まで、社会福祉協議会で行っています。

▼5月▼5月

10 ■津南町「あいさつの日」
■春・夏季企画展「谷口シロウが描く宇宙」（4/25～8/23まで）
Hなじょもん

11 ■幼児健康診査
　H 保健センター 個別通知に記載
　令和 6 年 10 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日生、
　　令和 4 年 9 月 21 日～令和 4 年 11 月 15 日生

12

13 ■移動図書室ひまわり号（Ａコース）
　H 北部保育園他７か所午前 9：00 ～午後 2：15
■法律相談（要予約）H 役場午後 1：30 ～ 4：00
■水道・下水道メーター検針（～ 5/15 まで）

14 ■移動図書室ひまわり号（Ｂコース）
　H こばと保育園他９か所午前 9：00 ～午後 3：15
■ことばのキャッチボール
　H 文化センター午後 3：00 ～ 4：30

15

16

17

18 ■ものわすれ相談会（要予約）
　H役場午後1：30～4：00

19 ■津南町「育の日」

20 ■移動図書室ひまわり号（Ｃコース）
　Hひまわり保育園他４か所 午前9：00 ～午後2：45
■町民健診 H旧外丸小学校
　午前8：30 ～ 11：30、午後1：00 ～ 2：00 押付・小島・巻下・外丸集落

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ■町民健診
　H船山集落センター午前8：30 ～ 11：30、午後1：00 ～ 2：30
　石坂・秋成・反里口・中深見・船山・船山新田集落

30

31

▼6月▼6月

1

2

3

4 ■特設人権相談
　H役場 午後1：30 ～ 4：00
■ことばのキャッチボール
　H文化センター 午後3：00 ～ 4：30

5

6 ■苗場山麓ジオパーク 歩いて楽しむツアー
　H うもれあ・石落し 他 午前 9：00 ～ 12：00

7

8

9

10

わが家の生活カレンダー

※物損事故は含まない。

発 生 件 数 負 傷 者 数 死　 者　 数
本　年 前　年 増減数 本　年 前　年 増減数 本　年 前　年 増減数

県　内 606 620 -14 668 696 -28 9 10 -1
津南町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

津南町交通事故発生状況（令和8年1月1日～3月31日現在）

■町民健診 H十二ノ木集落センター
　午前8：30 ～ 10：30 下船渡本村・上段・十二ノ木集落
■町民健診 H相吉集落センター
　午後1：00 ～ 3：00 中子・城原・相吉・大谷内集落
■公民館・図書室　休館日
■町民健診 H宮野原集落センター
　午前8：30 ～ 11：30、午後1：00 ～ 2：30
　子種・上郷逆巻・宮野原・朴木沢・小池・下加用・上加用・百ノ木・
　　出浦・羽倉・越手・寺石・下日出山集落
■ことばのキャッチボール H文化センター 午後3：00 ～ 4：30

■移動図書室ひまわり号（Ｄコース）
　Hわかば保育園他3か所 午前9：10 ～ 11：05
■年金相談（要予約）
　H役場 午前10：00 ～ 12：00、午後1：00 ～ 4：00
■ことばのキャッチボール H文化センター 午後3：00 ～ 4：30
■2歳児親子歯科検診 H保健センター 個別通知に記載
　令和5年11月1日~令和6年2月28日生
■町民健診
　H卯之木公民館 午前8：30 ～ 10：30 卯之木・駒返り集落
■町民健診
　H旧三箇小学校 午後1：00 ～ 3：00 辰ノ口・鹿渡・鹿渡新田集落

■町民健診 H大井平公民館 午前8：30 ～ 10：30
　大井平・亀岡・今井・灰雨・足滝・穴山集落
■町民健診 H赤沢集落センター 午後1：00 ～ 3：30
　岡・谷内・谷内ファームハイツ・赤沢集落
■行政相談 H役場 午前9：00 ～ 12：00

■町民健診
　H 総合センター
　午前 8：30 ～ 11：30、午後 1：00 ～ 3：00
　大船団地、高齢者生活福祉住宅、割野、美雪町集落
■移動図書室ひまわり号（Ａコース）
　H北部保育園他７か所 午前9：00～午後2：15
■法律相談（要予約）H役場 午後1：30～3：30
■津南町「あいさつの日」

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）


